
■表２　認知症高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準

認定区分 障害事由 ランク 判定基準

特別障害者
知的障害者

（重度・最重度）
に準ずる

Ｍ
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身

体疾患が見られ、専門医療を必要とする

Ⅳ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意

思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を

必要とする

Ⅲb
夜間を中心として、日常生活に支障を来すよ

うな症状・行動や意思疎通の困難さがときど

き見られ、介護を必要とする

Ⅲa
日中を中心として、日常生活に支障を来すよ

うな症状・行動や意思疎通の困難さがときど

き見られ、介護を必要とする

障害者
知的障害者
（軽度・中度）
に準ずる

Ⅱb
家庭内でも、日常生活に支障を来すような症

状・行動や意思疎通の困難さが多少見られて

も、誰かが注意していれば自立できる

Ⅱa
家庭外で、日常生活に支障を来すような症状・

行動や意思疎通の困難さが多少見られても、

誰かが注意していれば自立できる

■表１　障害高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準

認定区分 障害事由 ランク 判定基準

特別障害者
身体障害者
（１・２級）
に準ずる

C２

日常生活活動の食事、排泄、着替えのいずれ
においても介護者の援助を全面的に必要とし、
自力で寝返りをうつことなく、ベッド上で常
時寝ている

C１
ベッド上で常時寝ているが、自力で寝返りを

うち体位を変えることができる

B２
生活の大半をベッド上で過ごし、車いすの移

乗や、食事または排泄などについても介護者

の援助を要する

B１
生活の大半をベッド上で過ごすが、自力で座

位を保ち車いすに移乗し、食事または排泄は

ベッドから離れて行うことができる

障害者
身体障害者
（３～６級）
に準ずる

A２
寝たり起きたりの状態にはあるもののベッド

から離れている時間の方が長いが、介護者が

いてもまれにしか外出しない

A１

寝たり起きたりはしているものの食事、排せつ、

着替え時はもとより、ベッドから離れている時

間が長く、介護者がいればその介助のもと、比

較的多く外出する

　市では、要介護認定を受けている人で、一定の判定基準に該当する人

に対し、『障害者控除対象者認定書』を発行しています。

　この認定書を市・県民税や所得税の申告時に提出をすると、身体障害

者手帳などを持っている人と同様に障害者控除を受けることができます。

※なお、全ての『要介護認定を受けている人』が該当するわけではあり

ませんので、詳しくは問い合わせてください。

■対象　

　次の要件を全て満たす人　

　○平成30年12月31日時点で、65歳以上の人

　○要介護認定を受けている人で、一定の判定基準に該当する人

　○次の表１・２の「ランク」に該当する人

■持ち物　

　印鑑、介護保険被保険者証

①
配
偶
者
控
除

　

新
た
に
適
用
を
受
け
る
申
告
者

自
身
の
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て

控
除
額
が
段
階
的
に
下
が
る
仕
組

み
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
合
計
所

得
金
額
に
上
限
が
設
け
ら
れ
、

１
、０
０
０
万
円
以
上
の
申
告
者

は
配
偶
者
控
除
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

②
配
偶
者
特
別
控
除

　
控
除
の
対
象
と
な
る
配
偶
者
の

合
計
所
得
金
額
が
、
現
行
の
76
万

円
か
ら
１
２
３
万
円
ま
で
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

平
成
31
年
度
市
・
県
民
税

主
な
改
正
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

●
市
・
県
民
税
に
つ
い
て
…

　
課
税
課
市
民
税
班
　

（
93
）
０
４
４
３

●配偶者控除額と

   配偶者特別控除額の一覧表

申告者の合計所得金額

（平成30年分から適用）

900 万円
以下

900 万円超
950 万円
以下

950 万円超
1,000 万円

以下

配
偶
者
控
除

配偶者の合計所得金額

38万円以下

配偶者控除額

33万円 22万円 11万円

老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

配
偶
者
特
別
控
除

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額

38万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円

90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円

95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円

100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円

105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円

110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円

115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円

120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円

123万円超 0万円 0万円 0万円

③
障
害
者
控
除

　
従
来
の
控
除
対
象
配
偶
者
に
代

わ
り
、
申
告
者
の
同
一
生
計
配
偶

者
（
※
）
が
障
害
者
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
申
告
者
は
障
害
者
控

除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
同
一
生
計
配
偶
者

　

申
告
者
本
人
の
所
得
に
制
限
は

な
く
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た

す
人

○
申
告
者
と
同
一
世
帯

○
合
計
所
得
金
額
が
38
万
円
以
下

お
む
つ
の
医
療
費
控
除

　

お
お
む
ね
６
か
月
以
上
寝
た
き

り
の
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
、

治
療
上
お
む
つ
使
用
が
必
要
な
人

は
、
お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除
の

対
象
に
な
り
ま
す
。

お
む
つ
代
で
医
療
費
控
除

を
受
け
る
と
き
は

　

次
の
書
類
を
用
意
し
て
確
定
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
む
つ
代
の
領
収
書

○
お
む
つ
使
用
証
明
書

（
医
師
が
発
行
し
ま
す
。
な
お
、

様
式
は
市
高
齢
者
福
祉
課
窓
口
で

も
配
布
し
て
い
ま
す
。）

２
年
目
以
降
の
人
は

　

お
む
つ
使
用
証
明
書
の
代
わ
り

に
な
る
『
お
む
つ
代
に
係
る
医
療

費
控
除
の
申
告
に
関
す
る
確
認
書

（「
以
下
、「
確
認
書
」）』
を
高
齢
者

福
祉
課
窓
口
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

■
対
象

　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

○
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

　

け
て
い
る
人

○
『
障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活
自

　
立
度
（
寝
た
き
り
度
）』
の
記

　

載
が
Ｂ
１
、
Ｂ
２
、
Ｃ
１
、
Ｃ

　
２
の
い
ず
れ
か
の
人

○
『
尿
失
禁
の
可
能
性
』
の
記
載

　

が
『
あ
り
』
の
人

○
主
治
医
意
見
書
が
、
平
成
30
年

　

ま
た
は
、
平
成
29
年
（
※
）
に

　

作
成
さ
れ
て
い
る
人

※
要
介
護
認
定
の
有
効
期
間
が
13

か
月
以
上
の
場
合
に
限
る

■
注
意
事
項
　
確
認
書
の
交
付
を

受
け
ら
れ
な
い
と
き
は
、
お
む
つ

使
用
証
明
書
を
添
付
し
て
確
定
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
者
福
祉
課

　

（
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）
４
９
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社
会
保
険
料
控
除
用

納
付
額
確
認
書
な
ど
の
送
付

　

平
成
30
年
中
に
支
払
っ
た
国
民

健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
国
民
年

金
保
険
料
が
社
会
保
険
料
控
除
と

し
て
所
得
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

　

各
関
係
機
関
か
ら
次
の
納
付
額

確
認
書
な
ど
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
申
告
時
に
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
国
民
健
康
保
険
税
納
付
額
確
認
書

▼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
納
付
額
確
認
書

▼
介
護
保
険
料
納
付
額
確
認
書

　

市
か
ら
１
月
下
旬
に
発
送
し
ま

す
。
こ
れ
ら
の
書
類
が
な
く
て
も

支
払
い
額
を
領
収
証
書
で
確
認
し
、

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
証
明
書

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
、
２
月
上
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

年
金
保
険
料
で
、
社
会
保
険
料

控
除
を
受
け
る
と
き
は
、
申
告
時

に
証
明
書
や
領
収
証
書
の
添
付
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

●
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

　
納
税
課
管
理
班

　

（
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）
０
４
３
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国
保
年
金
課
国
保
税
班

　

（
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４
０
８
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●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

　
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　

（
93
）
４
０
８
５

●
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

　
高
齢
者
福
祉
課
介
護
保
険
班

　

（
93
）
４
９
８
０

●
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て

　
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
５
７
０（
０
０
３
）
０
０
４

　

０
３
（
６
６
３
０
）
２
５
２
５

要介護認定を受けている高齢者に
「障害者控除対象者認定書」を発行します

問・申請先　高齢者福祉課　 （93）４９８０

配
偶
者
控
除
等
の
見
直
し
に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ
先

2


